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胴 部 頭 部 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 底 板
設計
けん 胴径 胴高 厚さ 頭 部 頭部 厚さ 呼 び 径 本数 底板 埋 込 み 外 形 ﾎﾞﾙﾄ 内 径 ｱﾝｶｰ

略 称 引力 幅 高 厚さ 深 さ 位 置 径 ﾎﾞﾙﾄ 質 量
D H t B０ H０ t０ ∮ H１ H３ 2R１ 2R１' 2R２ 穴径

d
(kN)(mm)(mm)(mm)(mm) (mm)(mm)(mm)(本)(mm)(mm)(mm) (mm) (mm) (mm)(㎏/個)

直柱 150 150 250 250 20 400 87 15 36 4 45 100 600 500 420 43 130
直柱 250 250 300 290 20 480 105 15 48 4 60 130 720 600 510 56 220
直柱 350 350 300 290 25 480 105 16 48 6 60 130 720 600 510 56 230
直柱 500 500 350 330 27 560 122 18 56 6 70 160 840 700 600 66 360
直柱 700 700 400 370 30 640 140 20 64 6 80 190 960 800 680 74 530
直柱1000 1000 450 410 35 720 157 26 64 8 80 2701,1801,000 860 74 820
直柱1500 1500 550 490 40 880 192 30 80 8 100 3401,4401,2201,040 911,480
直柱2000 2000 650 570 431,040 227 30 90 8 110 4101,7001,4401,240 1012,250

図５－１ 直柱の標準寸法と設計けん引力
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設計けん引力が50,100,150,250kNの場合 設計けん引力が350,500,700,1000kNの場

合

胴 部 頭 部 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 底 板
設計
けん 胴径 胴高 厚さ 頭部 頭部 厚さ 呼 び 径 本 数 埋込 底 板 底板 リブ リブ 埋 込 み ｱﾝｶｰ

略 称 引力 幅 高 み角 幅 厚さ 幅 高 深 さ ﾎﾞﾙﾄ 質 量
D H t B０L０ H０ t０ ∮ 2R１ H１ R２ H２ H３ 穴径

d
(kN)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(本)(゚ )(mm) (mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(㎏/個)

曲柱 50 50 150 170 20 300 120 20 20 4 22 360 20 50 60 90 27 70
曲柱 100 100 200 210 20 400 160 20 27 4 22 480 40 60 70 110 35 140
曲柱 150 150 250 250 20 500 200 20 33 4 22 600 50 80 80 130 42 245
曲柱 250 250 300 290 21 600 240 21 42 4 22 720 65 100 95 160 52 420
曲柱 350 350 300 290 25 600 240 25 42 6 22 720 65 100 95 160 52 440
曲柱 500 500 350 330 29 700 280 29 48 6 22 840 70 140 100 170 66 665
曲柱 700 700 400 370 33 800 320 33 56 6 221,000 90 160 120 210 681,100
曲柱1000 1000 450 410 39 900 360 39 64 6 221,200 95 220 125 220 781,670

図５－２ 曲柱の標準寸法と設計けん引力
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ア ン カ ー ボ ル ト 六角ナット 平 座 金 アンカー板
１組

呼び径 ピッチ 谷径 長さ ねじ切 H B C d１ d２ t１ d３ d４ t２ 当り
長 さ 質量

φ P ∮ L S
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)(mm)(mm) (mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(kg)

Ｍ20 2.5 17.294 450 60 16 30 34.6 37 22 3.2 80 22 16 2
Ｍ27 3 23.752 600 75 22 41 47.3 50 30 4.5 108 30 22 5
Ｍ33 3.5 29.211 700 75 26 50 57.7 60 36 6 132 36 25 6
Ｍ36 4 31.670 750 75 29 55 63.5 66 39 6 144 39 28 11
Ｍ42 4.5 37.129 850 100 34 65 75.0 78 45 7 168 45 35 17
Ｍ48 5 42.5871,000 100 38 75 86.5 92 52 8 192 51 40 20
Ｍ56 5.5 50.0461,150 120 45 85 98.1 105 62 9 225 61 45 40
Ｍ64 6 57.5051,300 120 51 95110 115 70 9 256 70 55 62
Ｍ80 6 73.5051,600 150 64 115133 140 8612 320 86 65 115
Ｍ90 6 83.5051,800 150 72 130150 160 9612 360 96 75 166

図５－３ アンカーボルト標準寸法
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② 請負者は、係船柱のコンクリート埋込部以外の鋳物肌表面を滑らかに仕

上げ、平座金との接触面はグラインダ仕上げを行わなければならない。

③ 工場でさび止め塗装を行う場合は、請負者は、係船柱外面のさび等を除

去し、エポキシ樹脂塗料さび止めを１回塗らなければならない。

④ 請負者は、係船柱の頭部に設計けん引力を浮彫表示しなければならない。

⑤ 係船柱の肉厚以外の寸法の許容範囲は、「表５－１寸法の許容範囲」に

示すとおりとする。ただし、ボルト穴の中心間隔以外の寸法は、プラス側

の許容範囲を超えてもよいものとする。

表５－１ 寸法の許容範囲 （単位：mm）

寸法区分 長さの許容範囲

100以下 ±２
100を超え 200以下 ±2.5
200を超え 400以下 ±４
400を超え 800以下 ±６
800以上 ±８

⑥ 厚さの許容範囲は、±３mmとする。ただし、請負者は、プラス側の許容

範囲を変更する場合、事前に監督職員の承諾を得なければならない。

（３）施 工

① 請負者は、アンカーボルトを所定の位置に強固に固定しなければならな

い。

② 請負者は、塗装を次により行わなければならない。

イ）塗装は、下塗、中塗、上塗に分けて行わなければならない。

ロ）素地調整後、下塗を始めるまでの最長時間は、事前に監督職員の承諾

を得なければならない。

ハ）塗装回数、塗装間隔及び塗料の使用量は、設計図書の定めによるもの

とする。

③ 請負者は、穴あき型係船柱の中詰コンクリートを頭部表面まで充填しな

ければならない。

④ 請負者は、係船柱底板下面に十分にコンクリートを行き渡らせ、底板に

コンクリートを巻き立てなければならない。

⑤ 請負者は、係船柱外面のさび等を除去し、エポキシ樹脂塗料さび止めを
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１回塗らなければならない。

⑥ 請負者は、下塗りにエポキシ樹脂塗料を１回塗らなければならない。

⑦ 請負者は、上塗りにエポキシ樹脂塗料（二液型）を２回塗らなければな

らない。

５－17－３ 防舷材工

１．防 舷 材

（１） 製 作

①ゴム防舷材

イ）ゴム防舷材の型式、形状寸法及び性能値は、設計図書の定めによるも

のとする。なお、請負者は、防舷材・付属品の形状寸法の詳細図及び性

能曲線図を事前に監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

ロ）ゴム防舷材の形状寸法及びボルト孔の寸法に関する許容範囲は、「表

５－２形状寸法の許容範囲」及び「表５－３ボルト孔寸法の許容範囲」

に示すとおりとする。

表５－２ 形状寸法の許容範囲

寸 法 長さ・幅・高さ 肉 厚

＋８％

＋４％ －２％
許 容 範 囲

－２％ （ただし、300Ｈ以下

は、＋10％、－５％）

表５－３ ボルト孔寸法の許容範囲

寸 法 ボルト孔径 ボ ル ト 孔 中 心 間 隔

許 容 範 囲 ±２mm ±４mm

ハ）ゴム防舷材の性能試験は、次によらなければならない。

（イ）性能試験は、特に定めのない場合、受衝面に垂直に圧縮して行わな

ければならない。

（ロ）試験は、防舷材の標準性能曲線により求まるエネルギー吸収値と反

力値との比が最大となるまで圧縮しなければならない。性能は、圧縮
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中に吸収されたエネルギー及び発生した最大反力値をもって、表さな

ければならない。なお、性能試験による試験値は、規定値に対して、

最大反力値はそれ以下、エネルギー吸収値はそれ以上でなければなら

ない。

ニ）請負者は、ゴム防舷材本体には、次の事項を表示しなければならない。

（イ）形状寸法（高さ、長さ）

（ロ）製造年月日又はその略号

（ハ）製造業者名又はその略号

（ニ）ゴ ム 質

②その他

イ）ゴム防舷材以外の防舷材の施工は、設計図書の定めによるものとする。

（２）施 工

①ゴム防舷材

イ）請負者は、アンカーボルトを所定の位置に強固に固定しなければなら

ない。

ロ）防舷材の取付方法は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。

②そ の 他

イ）ゴム防舷材以外の防舷材の施工は、設計図書の定めによるものとする。

５－17－４ 車止・縁金物工

１．車止・縁金物

（１）製 作

① 鋼 製

イ）車止めは、溶融亜鉛めっきを施さなければならない。亜鉛の付着量は、

「JISH8641 溶融亜鉛めっき２種(HDZ55）」の 550ｇ/ｍ２以上とする。

また、試験方法は、「JISH0401 溶融亜鉛めっき試験方法」によら

なければならない。

ロ）めっき作業は、「JISH9124 溶融亜鉛めっき作業指針」によらなけ

ればならない。

② そ の 他

鋼製以外の車止めの製作は、設計図書の定めによるものとする。

（２）施 工

① 鋼 製

イ）コンクリートの施工は、第１編第４章無筋・鉄筋コンクリート、溶接
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は第１編５－26－２現場鋼材溶接工、５－26－３現場鋼材切断工の規定

によるものとする。

ロ）新設の塗装の標準使用量は、「表５－４塗装工程（新設）」によらな

ければならない。

表５－４ 塗装工程（新設）

区 素 地 調 整 方 法 標準使用量
工 程 (kg/ｍ２/回）

分 及 び 塗 料 名 (標準乾燥膜厚)

シンナー拭き等により表面に付着し
１素地調整 た油分や異物を除去する。
（２種ケレン） 白さびは、動力工具等を用いて除去

し、全面表面面粗しを行う。

亜 新設亜鉛面前処理用エポキシ樹脂プ 0.16
鉛 ２下塗（１回） ライマー。
メ (40μｍ/回）
ッ
キ JISK5657に規定する鋼構造物用ポ 0.14
面 ３中塗（１回） リウレタン樹脂塗料用中塗。

(30μｍ/回）

JISK5657に規定する鋼構造物用ポ 0.12
４上塗（１回） リウレタン樹脂塗料上塗。

(25μｍ/回）

ハ）車止めは、設計図書に定めのない場合、「JISZ9101 安全色彩使用

通則」に規定する黄と黒のしま模様でなければならない。（但し、縁金

物は除く。）なお、しまの幅は 20cm、傾斜は右上がり 60度でなければ

ならない。

ニ）請負者は、塗装に先立ち、塗装間隔及びシンナー希釈率について、監

督職員の承諾を得なければならない。

ホ）請負者は、雨天又は風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空中湿

度 85％以上の場合、作業を中止しなければならない。

② そ の 他

鋼製以外の車止めの施工は、設計図書の定めによるものとする。

５－17－５ 防 食 工

防食工の施工については、第１編５－３－17防食工の規定によるものとする。
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５－17－６ 付属設備工

１．係 船 環

係船環の施工については、設計図書の定めによるものとする。

第18節 消 波 工

５－18－１ 一般事項

本節は、消波工として洗掘防止工、消波ブロック工その他これらに類する工

種について定めるものとする。

５－18－２ 洗掘防止工

洗掘防止工の施工については、第１編５－３－９洗掘防止工の規定によるも

のとする。

５－18－３ 消波ブロック工

１．消波ブロック製作

（１）消波ブロック製作の施工については、第１編第４章無筋・鉄筋コンクリ

ートの規定によるものとする。

（２）製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。

（３）請負者は、製作した消波ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が作

用しないよう施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期につ

いて、監督職員の承諾を得なければならない。

（４）請負者は、消波ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければなら

ない。

（５）請負者は、所定の形状で変形、破損等がなく、整備された型枠を使用し

なければならない。

２．消波ブロック据付

（１）仮置場所は、設計図書の定めによるものとする。なお、請負者は、仮置

場所の突起等の不陸を均さなければならない。

（２）請負者は、施工に先立ち消波ブロックの据付時期を監督職員に通知しな

ければならない。

（３）請負者は、消波ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調

査し、適切な時期を選定し、注意して据え付けなければならない。

（４）請負者は、海中に仮置された消波ブロックを据え付ける際、既設構造物

との接触面に付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去しなければな

らない。
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（５）請負者は、消波ブロック相互のかみ合せに留意し、不安定な状態が生じ

ないように据え付けなければならない。

（６）請負者は、消波ブロック相互間に、間詰石や転落石のはまり込みがない

ように据え付けなければならない。

（７）請負者は、基礎面と消波ブロック間及び消波ブロック相互間に、かみ合

わせの石等を挿入してはならない。

第19節 裏込・裏埋工

５－19－１ 一般事項

本節は、裏込・裏埋工として裏込工、裏埋工、裏埋土工その他これらに類す

る工種について定めるものとする。

５－19－２ 裏 込 工

１．裏 込 材

（１）請負者は、裏込材の施工について、既設構造物及び防砂目地板の破損に

注意して施工しなければならない。なお、設計図書に特別の処置が指定さ

れている場合は、それに従わなければならない。

（２）請負者は、隣接構造物に影響を与えないよう裏込めの施工を行わなけれ

ばならない。

２．瀬 取 り

請負者は、瀬取りの施工について、既設構造物等に注意して施工しなければ

ならない。

３．裏込均し

請負者は、設計図書に定めのある場合、整地仕上げしなければならない。

４．吸出し防止材

（１）請負者は、製作に先立ち、形状寸法を記載した製作図を監督職員に提出

しなければならない。

（２）請負者は、敷設に先立ち敷設面の異常の有無を確認しなければならない。

（３）請負者は、マットの目地処理を重ね合せとし、その重ね合せ幅は次のと

おりとしなければならない。なお、これにより難い場合、請負者は、施工

に先立 ち設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

① アスファルトマット 50cm以上

② 繊維系マット 50cm以上

③ 合成樹脂系マット 30cm以上
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④ ゴムマット 50cm以上

（４）請負者は、アスファルトマットの敷設を吊金具による水平吊りとしな

ければならない。なお、吊金具による水平吊りができない場合、請負者は、

施工に先立ち設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

（５）マットの固定方法は、設計図書の定めによらなければならない。

５－19－３ 裏 埋 工

１．裏 埋 材

（１）余水吐きの位置及び構造は、設計図書の定めによらなければならない。

（２）請負者は、余水吐きの機能が低下することのないよう維持管理しなけれ

ばならない。

（３）請負者は、設計図書に汚濁防止の特別の処置の定めのある場合は、それ

に従わなければならない。

（４）請負者は、施工区域及び運搬路で砂塵及び悪臭の防止に努めなければな

らない。なお、設計図書に防止処置の定めのある場合は、それに従わなけ

ればならない。

（５）請負者は、隣接構造物等の状況を把握し、異常沈下、滑動等が生じる恐

れがある場合及び生じた場合、直ちに監督職員に通知し、設計図書に関し

て監督職員と協議しなければならない。

（６）請負者は、裏埋と埋立を同時に施工する場合、裏埋区域に軟弱な泥土が

流入、堆積しないようにしなければならない。

（７）請負者は、タイロッド、タイワイヤー、その他埋設構造物付近の施工を

する場合、その構造物に影響を与えないよう施工しなければならない。

なお、設計図書に特別な処置の定めのある場合は、それに従わなければ

ならない。

（８）請負者は、裏埋を施工する場合、吸い出し防止材等に損傷を与えないよ

う施工しなければならない。

５－19－４ 裏埋土工

１．土砂掘削

土砂掘削の施工については、第１編５－３－２、18．土砂掘削の規定による

ものとする。

２．土砂盛土

土砂盛土の施工については、第１編５－３－２、19．土砂盛土の規定による
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ものとする。

第20節 陸上地盤改良工

５－20－１ 一般事項

本節は、陸上地盤改良工として圧密・排水工、締固工、固化工その他これら

に類する工種について定めるものとする。

５－20－２ 圧密・排水工

圧密・排水工の施工については、第１編５－３－６圧密・排水工の規定によ

るものとする。

５－20－３ 締 固 工

締固工の施工については、第１編５－３－７締固工の規定によるものとする。

５－20－４ 固 化 工

固化工の施工については、第１編５－３－８固化工の規定によるものとする。

第21節 土 工

５－21－１ 一般事項

本節は、土工として掘削工、盛土工、路床盛土工、排水処理工、伐開工、法

面工その他これらに類する工種について定めるものとする。

５－21－２ 掘 削 工

１．土砂掘削

土砂掘削の施工については、第１編５－３－２、18．土砂掘削の規定による

ものとする。

５－21－３ 盛 土 工

１．土砂盛土

土砂盛土の施工については、第１編５－３－２、19．土砂盛土の規定による

ものとする。

５－21－４ 路床盛土工

１．路床盛土

（１）盛土路床の１層の計画仕上り厚さは、20㎝以下としなければならない。

（２）請負者は、路床を「JISA1210突固めによる土の締固め試験方法（C,D,

E）」により求めた最適含水比付近の含水比で、設計図書に定める締固め

度に達するまで締固めなければならない。

（３）請負者は、監督職員が指示した場合、路床最終仕上げ面のプルーフロー
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リングを行わなければならない。

（４）請負者は、路床盛土工の作業終了時又は作業を中断する場合には、表面

に横断勾配を設けるとともに、平坦に締固めし、排水が良好に行われるよ

うにしなければならない。

（５）請負者は、路床盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維

持するものとし、路床盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならな

い。

５－21－５ 排水処理工

１．排水処理

（１）請負者は、施工中必要に応じて除雪又は排水を行い、掘削箇所、土取場

及び盛土箇所に滞水を生じないように維持しなければならない。

（２）請負者は、地下水の排水を行う場合、その周辺に障害を及ぼさないよう

十分注意し施工しなければならない。

（３）請負者は、周辺環境に影響を与えない排水処理方法を講じるものとする。

なお、設計図書に排水処理方法の定めがある場合は、それに従わなけれ

ばならない。

５－21－６ 伐 開 工

１．伐 開

（１）請負者は、設計図書に伐開、除根及び表土除去の定めのある場合は、そ

れに従わなければならない。

（２）請負者は、伐開、除根及び表土除去後、切株の穴やゆるんだ原地盤は、

ブルドーザ等で整地・締固めを行わなければならない。

（３）請負者は、伐開、除根及び表土除去により生じた切株等の処理方法につ

いて、事前に監督職員に通知し、承諾を得なければならない。

５－21－７ 法 面 工

１．法 面

（１）請負者は、設計図書の定めにより法面を正しい形状に仕上げなければな

らない。

（２）請負者は、法面の整形時にゆるんだ転石、岩塊等を除去しなければなら

ない。

（３）植生は、第１編５－３－21植生工の規定によるものとする。
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第22節 舗 装 工

５－22－１ 一般事項

本節は、舗装工として路床工、コンクリート舗装工、アスファルト舗装工そ

の他これらに類する工種について定めるものとする。

５－22－２ 路 床 工

路床工の施工については、第1編５－３－18路床工の規定によるものとする。

５－22－３ コンクリート舗装工

コンクリート舗装工の施工については、第１編５－３－19コンクリート舗装

工の規定によるものとする。

５－22－４ アスファルト舗装工

アスファルト舗装工の施工については、第１編５－３－20アスファルト舗装

工の規定によるものとする。

第23節 維持補修工

５－23－１ 一般事項

本節は、維持補修工として維持塗装工、防食工その他これらに類する工種に

ついて定めるものとする。

５－23－２ 維持塗装工

１．係船柱塗装

（１）請負者は、係船柱外面のさび等を除去し、エポキシ樹脂塗料さび止めを

１回塗らなければならない。

（２）請負者は、下塗りにエポキシ樹脂塗料を１回塗らなければならない。

（３）請負者は、上塗りにエポキシ樹脂塗料（二液型）を２回塗らなければな

らない。

２．車止塗装、縁金物塗装

（１）鋼 製

① 塗替の塗装の標準使用量は、「表５－５塗装工程（塗替）」によらなけ

ればならない。
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表５－５ 塗装工程（塗替）

区 素 地 調 整 方 法 標準使用量
工 程 (kg/㎡/回）

分 及 び 塗 料 名 (標準乾燥膜厚)

動力工具等を用いて、劣化した旧塗
１素地調整 膜、鉄さび、亜鉛の白さびを除去す
（３種ケレン） る。

活膜部は全面表面面粗しを行う。

新設亜鉛面前処理用エポキシ樹脂プ
亜 ２補修塗(１回)ライマー。 (0.16)
鉛
メ
ッ 新設亜鉛面前処理用エポキシ樹脂プ 0.16
キ ３下塗（１回） ライマー。
面 (40μｍ/回）

JISK5657に規定する鋼構造物用ポ 0.14
４中塗（１回） リウレタン樹脂塗料用中塗。

(30μｍ/回）

JISK5657に規定する鋼構造物用ポ 0.12
５上塗（１回） リウレタン樹脂塗料上塗。

(25μｍ/回）

動力工具（金剛砂グラインダー、チ
ッピングハンマー等）により緻密な

亜 １素地調整 黒皮以外の黒皮、さび、その他の付
鉛 （２種ケレン） 着物を完全に除去し、鋼肌が表れる
メて 程度に素地調整する。
ッい
キな JISK5621一般用さび止めペイント
をい ２下塗（２回） トに規定するさび止めペイント２種｡ 0.13～0.15
施既
し設
面 JISK5516合成樹脂調合ペイントに
３上塗（１回） 規定する長油性フタル酸樹脂塗料。 0.11～0.16

② 車止めは、設計図書に定めのない場合、「JISZ9101 安全色彩使用通

則」に規定する黄と黒のしま模様でなければならない。（但し、縁金物は

除く。）なお、しまの幅は 20cm、傾斜は右上がり 60度でなければならな

い。

③ 請負者は、塗装に先立ち、塗装間隔及びシンナー希釈率について、監督

職員の承諾を得なければならない。

④ 請負者は、雨天又は風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空中湿度
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85％以上の場合、作業を中止しなければならない。

（２）そ の 他

鋼製以外の車止めの施工は、設計図書の定めによるものとする。

５－23－３ 防 食 工

防食工の施工については、第１編５－３－17防食工の規定によるものとする。

第24節 構造物撤去工

５－24－１ 一般事項

１．本節は、構造物撤去工として取壊し工、撤去工その他これらに類する工種

について定めるものとする。

２．請負者は、工事の施工に伴い生じた建設副産物については、第１編１－２

－11建設副産物の規定による。

３．請負者は、運搬処理を行うに当り、運搬物が飛散しないよう適正に処理を

行わなければならない。

５－24－２ 取壊し工

１．コンクリート取壊し

請負者は、連続するコンクリート構造物の一部の取壊し及びはつりを行う場

合、必要に応じてあらかじめ切断するなど、他に影響を与えないように施工し

なければならない。

５－24－３ 撤 去 工

１．水中コンクリート撤去

（１）請負者は、水中コンクリート構造物を取り壊し及びはつりを行う場合、

既設構造物に損傷を与えないように施工しなければならない。

（２）請負者は、作業中の汚濁等により第三者に被害を及ばさないよう施工し

なければならない。なお、設計図書に濁り防止のための特別な処置が指定

されている場合は、それに従わなければならない。

２．鋼矢板等切断撤去

（１）請負者は、鋼材切断を行うに当り本体部材と兼用されている部分にお

いて、本体の部材に悪影響を与えないように処理しなければならない。

（２）切断工は、「JISZ3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定基

準」に定めるガス溶接の溶接技術検定試験（又は同等以上の検定試験）に

合格し、かつ、技量確かな者でなければならない。

（３）水中切断の場合の切断工は、前項の要件を満たし、かつ、潜水士の免許
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を有する者でなければならない。

（４）切断は、酸素及び溶解アセチレンを使用する。なお、施工方法は手動又

は自動切断としなければならない。

（５）請負者は、部材にひずみを生じさせないよう切断しなければならない。

（６）請負者は、事前に切断箇所のさび、ごみ等を除去しなければならない。

（７）請負者は、降雨、降雪及び強風等の悪条件下で陸上又は海上切断作業を

行ってはならない。ただし、防護処置等が講じられる場合は、切断作業を

行うことができる。

３．腹起・タイ材撤去

請負者は、腹起・タイ材撤去に当り切断作業が生じた場合、本条第２項の規

定によるものとする。

４．舗装版撤去

請負者は、舗装版の一部の取壊し及びはつりを行う場合、必要に応じてあら

かじめ切断するなど、他に影響を与えないように施工しなければならない。

５．石材撤去

請負者は、水中石材撤去に当り汚濁等により第三者に被害を及ばさないよう

施工しなければならない。なお、設計図書に濁り防止のための特別な処置が指

定されている場合は、それに従わなければならない。

６．ケーソン撤去

請負者は、ケーソン撤去を行うに当り、付着した土砂、泥土、ゴミ等を現場

内で取り除いた後、運搬しなければならない。なお、これにより難い場合は設

計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

７．ブロック撤去

請負者は、ブロック撤去を行うに当り、付着した土砂、泥土、ゴミ等を現場

内で取り除いた後、運搬しなければならない。なお、これにより難い場合は設

計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

８．鋼矢板・Ｈ形鋼杭引抜き撤去

請負者は、引き抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下を生じない

ようにしなければならない。なお、これにより難い場合は設計図書に関して監

督職員の承諾を得なければならない。

第25節 仮 設 工

５－25－１ 一般事項
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本節は、仮設工として仮設鋼矢板工、仮設鋼管杭・鋼管矢板工、仮設道路工

その他これらに類する工種について定めるものとする。

５－25－２ 仮設鋼矢板工

１．仮設鋼矢板・Ｈ形鋼杭

仮設鋼矢板・Ｈ形鋼杭の施工については、第１編５－３－13鋼矢板工、５－

３－15鋼杭工の規定によるものとする。

５－２５－３ 仮設鋼管杭・鋼管矢板工

１．先行掘削

先行掘削の施工については、第１編５－３－２、15．先行掘削の規定による

ものとする。

２．仮設鋼管杭・鋼管矢板

仮設鋼管杭・鋼管矢板の施工については、第１編５－３－13鋼矢板工、５－

３－15鋼杭工の規定によるものとする。

５－25－４ 仮設道路工

１．仮設道路

（１）仮設道路とは、工事用の資機材や土砂を運搬するために一時的に施工さ

れた道路をいうものとする。

（２）請負者は、仮設道路の施工に当り、予定交通量・地形・気候を的確に把

握し、周囲の環境に影響のないよう対策を講じなければならない。

（３）請負者は、仮設道路に一般交通がある場合には、一般交通の支障となら

ないようその維持管理に留意しなければならない。

（４）請負者は、仮設道路盛土の施工に当り、不等沈下を起こさないように締

固めなければならない。

（５）請負者は、仮設道路の盛土部法面を成形する場合は、法面の崩壊が起こ

らないように締固めなければならない。

（６）請負者は、仮設道路の敷砂利を行うに当り、石材を均一に敷均さなけれ

ばならない。

（７）請負者は、安定シートを用いて仮設道路の盛土の安定を図る場合には、

安定シートと盛土が一体化して所定の効果が発揮できるよう施工しなけれ

ばならない。

（８）請負者は、殻運搬処理を行うに当り、運搬物が飛散しないよう適正に処

理を行わなければならない。

（９）請負者は、仮設道路を既設構造物上に設置・撤去する場合は、既設構造
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物に悪影響を与えないようにしなければならない。

第26節 雑 工

５－26－１ 一般事項

本節は、雑工として現場鋼材溶接工、現場鋼材切断工、その他雑工その他こ

れらに類する工種について定めるものとする。

５－26－２ 現場鋼材溶接工

１．現場鋼材溶接、被覆溶接（水中）、スタッド溶接（水中）

（１）溶接工は、「JISZ3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定基

準」及び「JISZ3841 半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基

準」に定めるアーク溶接の溶接技術検定試験のうち、その作業に該当する

試験（又は同等以上の検定試験）に合格し、溶接作業に従事している技量

確かな者でなければならない。

（２）水中溶接の場合の溶接工は、（１）の要件を満たし、かつ、潜水士の免

許を有する者でなければならない。

（３）請負者は、溶接管理技術者（日本溶接協会規格ＷＥＳ－8103）を置く場

合、設計図書の定めによるものとする。

（４）溶接方法は、アーク溶接としなければならない。

（５）請負者は、水中溶接にシールドガスを使用する場合、設計図書の定めに

よるものとする。

（６）請負者は、溶接作業の事前に部材の溶接面及びその隣接部分のごみ、さ

び、塗料及び水分（水中溶接を除く｡）等を十分に除去しなければならな

い。

（７）請負者は、降雨、降雪、強風及び気温５℃以下の低温等の悪条件下で陸

上及び海上溶接作業を行ってはならない。ただし、防護処置、予熱等の対

策が講じられる場合は、溶接作業を行うことができる。

（８）請負者は、設計図書に示す形状に正確に開先加工し、その面を平滑にし

なければならない。

（９）請負者は、設計図書に定めるルート間隔の保持又は部材の密着を確実に

行わなければならない。

（10）請負者は、仮付け又は組合せ冶具の溶接を最小限とし、部材を過度に拘

束してはならない。また、組合せ冶具の溶接部のはつり跡は、平滑に仕上

げ、仮付けを本溶接の一部とする場合は、欠陥の無いものとしなければな
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らない。

（11）請負者は、多層溶接の場合、次層の溶接に先立ち、スラグ等を完全に除

去し、各層の溶込みを完全にしなければならない。

（12）請負者は、当て金の隅角部で終るすみ肉溶接を回し溶接としなければな

らない。

（13）請負者は、溶接部に、割れ、ブローホール、溶込み不良、融合不良、ス

ラグ巻込み、ピット、オーバーラップ、アンダーカット、ビード表面の不

整及びクレーター並びにのど厚及びサイズの過不足等欠陥が生じた場合、

手直しを行わなければならない。

（14）請負者は、溶接により著しいひずみを生じた場合、適切な手直し等の処

置を行わなければならない。なお、ひずみの状況及び手直し等の処置内容

を監督職員に通知しなければならない。

５－２６－３ 現場鋼材切断工

１．現場鋼材切断

（１）切断工は、「JISZ3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定基

準」に定めるガス溶接の溶接技術検定試験（又は同等以上の検定試験）に

合格し、かつ、技量確かな者としなければならない。

（２）水中切断の場合の切断工は、（１）の要件を満たし、かつ、潜水士の免

許を有する者でなければならない。

（３）切断は、酸素及び溶解アセチレンを使用しなければならない。なお、施

工方法は手動又は自動切断としなければならない。

（４）請負者は、部材にひずみを生じさせないよう切断しなければならない。

（５）請負者は、事前に切断箇所のさび、ごみ等を除去しなければならない。

（６）請負者は、降雨、降雪及び強風等の悪条件下で陸上又は海上切断作業を

行ってはならない。ただし、防護処置等が講じられる場合は、切断作業を

行うことができる。

５－26－４ その他雑工

１．清 掃

請負者は、鋼構造物に付着した海生生物及びさび等を除去する場合、監督職

員の承諾を得なければならない。

２．削 孔

請負者は、既設構造物に損傷を与えないように施工しなければならない。
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第２編 港 湾 編

第１章 航路、泊地、船だまり

第１節 適 用

１．本章は、港湾工事（航路、泊地、船だまり）における浚渫工、土捨工、埋

立工その他これらに類する工種について適用するものとする。

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定によるものと

する。

第２節 適用すべき諸基準

請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類

によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則

として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求

めなければならない。

日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成11年４月)

日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(平成13年４月、一部改訂 平成14年３月、一部改訂 平成15年３月)

第３節 浚 渫 工

１－３－１ 一般事項

本節は、浚渫工としてポンプ浚渫工、グラブ浚渫工、硬土盤浚渫工、岩盤浚

渫工、バックホウ浚渫工その他これらに類する工種について定めるものとする。

１－３－２ ポンプ浚渫工

１．ポンプ浚渫

ポンプ浚渫の施工については、第１編５－３－２、１．ポンプ浚渫の規定に

よるものとする。

２．排砂管設備

排砂管設備の施工については、第１編５－３－２、２．排砂管設備の規定に

よるものとする。

１－３－３ グラブ浚渫工

１．グラブ浚渫
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グラブ浚渫の施工については、第１編５－３－２、３．グラブ浚渫の規定に

よるものとする。

２．土運船運搬

土運船運搬の施工については、第１編５－３－２、４．土運船運搬の規定に

よるものとする。

１－３－４ 硬土盤浚渫工

１．硬土盤浚渫

硬土盤浚渫の施工については、第１編５－３－２、５．硬土盤浚渫の規定に

よるものとする。

２．土運船運搬

土運船運搬の施工については、第１編５－３－２、４．土運船運搬の規定に

よるものとする。

１－３－５ 岩盤浚渫工

１．砕岩浚渫

砕岩浚渫の施工については、第１編５－３－２、６．砕岩浚渫の規定による

ものとする。

２．土運船運搬

土運船運搬の施工については、第１編５－３－２、４．土運船運搬の規定に

よるものとする。

１－３－６ バックホウ浚渫工

１．バックホウ浚渫

バックホウ浚渫の施工については、第１編５－３－２、７．バックホウ浚渫

の規定によるものとする。

２．土運船運搬

土運船運搬の施工については、第１編５－３－２、４．土運船運搬の規定に

よるものとする。

第４節 土 捨 工

土捨工の施工については、第１編第５章第４節土捨工の規定によるものとす

る。
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第５節 埋 立 工

１－５－１ 一般事項

１．本節は、埋立工として余水吐工、固化工、埋立工、排砂管設備工、土運船

運搬工、揚土埋立工、埋立土工その他これらに類する工種について定めるも

のとする。

２．請負者は、施工区域及び運搬路で砂塵及び悪臭の防止に努めるものとする。

なお、設計図書に防止処置の定めのある場合は、それに従わなければなら

ない。

３．請負者は、裏埋と埋立を同時に施工する場合、裏埋区域に軟弱な泥土が流

入、堆積しないようにしなければならない。

１－５－２ 余水吐工

１．余 水 吐

（１）余水吐の位置及び構造は、設計図書の定めによるものとする。

（２）請負者は、余水吐きの機能が低下することのないよう維持管理しなけれ

ばならない。

１－５－３ 固 化 工

固化工の施工については第１編５－３－８固化工の規定によるものとする。

１－５－４ 埋 立 工

１．ポンプ土取

（１）ポンプ土取の施工については、第１編５－３－２、１．ポンプ浚渫の規

定によるものとする。

（２）請負者は、隣接構造物等の状況を把握し、異常沈下、滑動等が生じる恐

れがある場合及び生じた場合、直ちに監督職員に通知し、設計図書に関し

て監督職員と協議しなければならない。

２．グラブ土取

（１）グラブ土取の施工については、第１編５－３－２、３．グラブ浚渫の規

定によるものとする。

（２）請負者は、隣接構造物等の状況を把握し、異常沈下、滑動等が生じる恐

れがある場合及び生じた場合、直ちに監督職員に通知し、設計図書に関し

て監督職員と協議しなければならない。

３．ガット土取

（１）ガット土取の施工については、第１編５－３－２、３．グラブ浚渫の規

定によるものとする。
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（２）請負者は、隣接構造物等の状況を把握し、異常沈下、滑動等が生じる恐

れがある場合及び生じた場合、直ちに監督職員に通知し、設計図書に関し

て監督職員と協議しなければならない。

１－５－５ 排砂管設備工

排砂管設備工の施工については、第１編５－３－３排砂管設備工の規定によ

るものとする。

１－５－６ 土運船運搬工

土運船運搬工の施工については、第１編５－３－４土運船運搬工の規定によ

るものとする。

１－５－７ 揚土埋立工

１．バージアンローダー揚土

バージアンローダー揚土の施工については、第１編５－３－２、８．バージ

アンローダー揚土の規定によるものとする。

２．空気圧送揚土

空気圧送揚土の施工については、第１編５－３－２、９．空気圧送揚土の規

定によるものとする。

３．リクレーマ揚土

リクレーマ揚土の施工については、第１編５－３－２、10．リクレーマ揚土

の規定によるものとする。

４．バックホウ揚土

バックホウ揚土の施工については、第１編５－３－２、11．バックホウ揚土

を適用するものとする。

１－５－８ 埋立土工

１．土砂掘削

土砂掘削の施工については、第１編５－３－２、18．土砂掘削の規定による

ものとする。

２．土砂盛土

土砂盛土の施工については、第１編５－３－２、19．土砂盛土の規定による

ものとする。
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第２章 防波堤、防砂堤、導流堤

第１節 適 用

１．本章は、港湾工事（防波堤、防砂堤、導流堤）における海上地盤改良工、

基礎工、本体工（ケーソン式）、本体工（ブロック式）、本体工（場所打式）、

本体工（捨石・捨ブロック式）、本体工（鋼矢板式）、本体工（コンクリー

ト矢板式）、本体工（鋼杭式）、本体工（コンクリート杭式）、被覆・根固工、

上部工、消波工、維持補修工、構造物撤去工、雑工その他これらに類する工

種について適用するものとする。

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定によるものと

する。

第２節 適用すべき諸基準

請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類

によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則

として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求

めなければならない。

日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成11年４月)

日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(平成13年４月、一部改訂 平成14年３月、一部改訂 平成15年３月)

第３節 海上地盤改良工

海上地盤改良工の施工については、第１編第５章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。

第４節 基 礎 工

基礎工の施工については、第１編第５章第６節基礎工の規定によるものとす

る。

第５節 本体工（ケーソン式）

本体工（ケーソン式）の施工については、第１編第５章第７節本体工（ケー

ソン式）の規定によるものとする。
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第６節 本体工（ブロック式）

本体工（ブロック式）の施工については、第１編第５章第８節本体工（ブロ

ック式）の規定によるものとする。

第７節 本体工（場所打式）

本体工（場所打式）の施工については、第１編第５章第９節本体工（場所打

式）の規定によるものとする。

第８節 本体工（捨石・捨ブロック式）

本体工（捨石・捨ブロック式）の施工については、第１編第５章第10節本体

工（捨石・捨ブロック式）の規定によるものとする。

第９節 本体工（鋼矢板式）

本体工（鋼矢板式）の施工については、第１編第５章第11節本体工（鋼矢板

式）の規定によるものとする。

第10節 本体工（コンクリート矢板式）

本体工（コンクリート矢板式）の施工については、第１編第５章第12節本体

工（コンクリート矢板式）の規定によるものとする。

第11節 本体工（鋼杭式）

本体工（鋼杭式）の施工については、第１編第５章第13節本体工（鋼杭式）

の規定によるものとする。

第12節 本体工（コンクリート杭式）

本体工（コンクリート杭式）の施工については、第１編第５章第14節本体工

（コンクリート杭式）の規定によるものとする。

第13節 被覆・根固工

被覆・根固工の施工については、第１編第５章第15節被覆・根固工の規定に

よるものとする。
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第14節 上 部 工

上部工の施工については、第１編第５章第16節上部工の規定によるものとす

る。

第15節 消 波 工

消波工の施工については、第１編第５章第18節消波工の規定によるものとす

る。

第16節 維持補修工

維持補修工の施工については、第１編第５章第23節維持補修工の規定による

ものとする。

第17節 構造物撤去工

構造物撤去工の施工については、第１編第５章第24節構造物撤去工の規定に

よるものとする。

第18節 雑 工

雑工の施工については、第１編第５章第26節雑工の規定によるものとする。
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第３章 防 潮 堤

第１節 適 用

１．本章は、港湾工事（防潮堤）における海上地盤改良工、基礎工、本体工（ケ

ーソン式）、本体工（ブロック式）、本体工（場所打式）、本体工（鋼矢板式）、

本体工（コンクリート矢板式）、被覆・根固工、上部工、消波工、陸上地盤

改良工、土工、舗装工、維持補修工、構造物撤去工、仮設工、雑工その他こ

れらに類する工種について適用するものとする。

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定によるものと

する。

第２節 適用すべき諸基準

請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類

によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則

として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求

めなければならない。

日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成11年４月)

日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(平成13年４月、一部改訂 平成14年３月、一部改訂 平成15年３月)

第３節 海上地盤改良工

海上地盤改良工の施工については、第１編第５章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。

第４節 基 礎 工

基礎工の施工については、第１編第５章第６節基礎工の規定によるものとす

る。

第５節 本体工（ケーソン式）

本体工（ケーソン式）の施工については、第１編第５章第７節本体工（ケー

ソン式）の規定によるものとする。



13-1-135

第６節 本体工（ブロック式）

本体工（ブロック式）の施工については、第１編第５章第８節本体工（ブロ

ック式）の規定によるものとする。

第７節 本体工（場所打式）

本体工（場所打式）の施工については、第１編第５章第９節本体工（場所打

式）の規定によるものとする。

第８節 本体工（鋼矢板式）

本体工（鋼矢板式）の施工については、第１編第５章第11節本体工（鋼矢板

式）の規定によるものとする。

第９節 本体工（コンクリート矢板式）

本体工（コンクリート矢板式）の施工については、第１編第５章第12節本体

工（コンクリート矢板式）の規定によるものとする。

第10節 被覆・根固工

被覆・根固工の施工については、第１編第５章第15節被覆・根固工の規定に

よるものとする。

第11節 上 部 工

上部工の施工については、第１編第５章第16節上部工の規定によるものとす

る。

第12節 消 波 工

消波工の施工については、第１編第５章第18節消波工の規定によるものとす

る。

第13節 陸上地盤改良工

陸上地盤改良工の施工については、第１編第５章第20節陸上地盤改良工の規

定によるものとする。
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第14節 土 工

土工の施工については、第１編第５章第21節土工の規定によるものとする。

第15節 舗 装 工

舗装工の施工については、第１編第５章第22節舗装工の規定によるものとす

る。

第16節 維持補修工

維持補修工の施工については、第１編第５章第23節維持補修工の規定による

ものとする。

第17節 構造物撤去工

構造物撤去工の施工については、第１編第５章第24節構造物撤去工の規定に

よるものとする。

第18節 仮 設 工

仮設工の施工については、第１編第５章第25節仮設工の規定によるものとす

る。

第19節 雑 工

雑工の施工については第１編第５章第26節雑工の規定によるものとする。
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第４章 護岸、岸壁、物揚場

第１節 適 用

１．本章は、港湾工事（護岸、岸壁、物揚場）における海上地盤改良工、基礎

工、本体工（ケーソン式）、本体工（ブロック式）、本体工（場所打式）、本

体工（捨石・捨ブロック式）、本体工（鋼矢板式）、本体工（コンクリート

矢板式）、本体工（鋼杭式）、本体工（コンクリート杭式）、被覆・根固工、

上部工、付属工、消波工、裏込・裏埋工、陸上地盤改良工、土工、舗装工、

維持補修工、構造物撤去工、仮設工、雑工その他これらに類する工種につい

て適用するものとする。

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定によるものと

する。

第２節 適用すべき諸基準

請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類

によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則

として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求

めなければならない。

日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成11年４月)

日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(平成13年４月、一部改訂 平成14年３月、一部改訂 平成15年３月)

第３節 海上地盤改良工

海上地盤改良工の施工については、第１編第５章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。

第４節 基 礎 工

基礎工の施工については、第１編第５章第６節基礎工の規定によるものとす

る。

第５節 本体工（ケーソン式）

本体工（ケーソン式）の施工については、第１編第５章第７節本体工（ケー

ソン式）の規定によるものとする。
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第６節 本体工（ブロック式）

本体工（ブロック式）の施工については、第１編第５章第８節本体工（ブロ

ック式）の規定によるものとする。

第７節 本体工（場所打式）

本体工（場所打式）の施工については、第１編第５章第９節本体工（場所打

式）の規定によるものとする。

第８節 本体工（捨石・捨ブロック式）

本体工（捨石・捨ブロック式）の施工については、第１編第５章第10節本体

工（捨石・捨ブロック式）の規定によるものとする。

第９節 本体工（鋼矢板式）

本体工（鋼矢板式）の施工については、第１編第５章第11節本体工（鋼矢板

式）の規定によるものとする。

第10節 本体工（コンクリート矢板式）

本体工（コンクリート矢板式）の施工については、第１編第５章第12節本体

工（コンクリート矢板式）の規定によるものとする。

第11節 本体工（鋼杭式）

本体工（鋼杭式）の施工については、第１編第５章第13節本体工（鋼杭式）

の規定によるものとする。

第12節 本体工（コンクリート杭式）

本体工（コンクリート杭式）の施工については、第１編第５章第14節本体工

（コンクリート杭式）の規定によるものとする。

第13節 被覆・根固工

被覆・根固工の施工については、第１編第５章第15節被覆・根固工の規定に

よるものとする。
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第14節 上 部 工

上部工の施工については、第１編第５章第16節上部工の規定によるものとす

る。

第15節 付 属 工

付属工の施工については、第１編第５章第17節付属工の規定によるものとす

る。

第16節 消 波 工

消波工の施工については、第１編第５章第18節消波工の規定によるものとす

る。

第17節 裏込・裏埋工

裏込・裏埋工の施工ついては、第１編第５章第19節裏込・裏埋工の規定によ

るものとする。

第18節 陸上地盤改良工

陸上地盤改良工の施工については、第１編第５章第20節陸上地盤改良工の規

定によるものとする。

第19節 土 工

土工の施工については、第１編第５章第21節土工の規定によるものとする。

第20節 舗 装 工

舗装工の施工については、第１編第５章第22節舗装工の規定によるものとす

る。

第21節 維持補修工

維持補修工の施工については、第１編第５章第23節維持補修工の規定による

ものとする。

第22節 構造物撤去工

構造物撤去工の施工については、第１編第５章第24節構造物撤去工の規定に
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よるものとする。

第23節 仮 設 工

仮設工の施工については、第１編第５章第25節仮設工の規定によるものとす

る。

第24節 雑 工

雑工の施工については第１編第５章第26節雑工の規定によるものとする。
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第５章 桟橋、係船杭

第１節 適 用

１．本章は、港湾工事（桟橋、係船杭）における海上地盤改良工、本体工（鋼

杭式）、本体工（コンクリート杭式）、上部工、付属工、舗装工、維持補修

工、構造物撤去工、雑工その他これらに類する工種について適用するものと

する。

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定によるものと

する。

第２節 適用すべき諸基準

請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類

によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則

として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求

めなければならない。

日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成11年４月)

日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(平成13年４月、一部改訂 平成14年３月、一部改訂 平成15年３月)

第３節 海上地盤改良工

海上地盤改良工の施工については、第１編第５章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。

第４節 本体工（鋼杭式）

本体工（鋼杭式）の施工については、第１編第５章第13節本体工（鋼杭式）

の規定によるものとする。

第５節 本体工（コンクリート杭式）

本体工（コンクリート杭式）の施工については、第１編第５章第14節本体工

（コンクリート杭式）の規定によるものとする。

第６節 上 部 工

上部工の施工については、第１編第５章第16節上部工の規定によるものとす
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る。

第７節 付 属 工

付属工の施工については、第１編第５章第17節付属工の規定によるものとす

る。

第８節 舗 装 工

舗装工の施工については、第１編第５章第22節舗装工の規定によるものとす

る。

第９節 維持補修工

維持補修工の施工については、第１編第５章第23節維持補修工の規定による

ものとする。

第10節 構造物撤去工

構造物撤去工の施工については、第１編第５章第24節構造物撤去工の規定に

よるものとする。

第11節 雑 工

雑工の施工については第１編第５章第26節雑工の規定によるものとする。
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第６章 臨港道路

第１節 適 用

１．本章は、港湾工事（臨港道路）における土工、道路舗装工、緑地工その他

これらに類する工種について適用するものとする。

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定によるものと

する。

第２節 適用すべき諸基準

請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類

によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則

として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求

めなければならない。

日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成11年４月)

日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(平成13年４月、一部改訂 平成14年３月、一部改訂 平成15年３月)

第３節 土 工

土工の施工については、第１編第５章第21節土工の規定によるものとする。

第４節 道路舗装工

６－４－１ 一般事項

本節は、道路舗装工として路床工、コンクリート舗装工、アスファルト舗装

工、道路付属工その他これらに類する工種について定めるものとする。

６－４－２ 路 床 工

路床工の施工については、第1編５－３－18路床工の規定によるものとする。

６－４－３ コンクリート舗装工

コンクリート舗装工の施工については、第１編５－３－19コンクリート舗装

工の規定によるものとする。

６－４－４ アスファルト舗装工

アスファルト舗装工の施工については、第１編５－３－20アスファルト舗装

工の規定によるものとする。

６－４－５ 道路付属工
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１．縁 石

（１）縁石は、清掃した基礎上に安定よく、とおり、高さ及び平坦性を確保し

据え付け、目地モルタルを充填しなければならない。

（２）目地間隙は、 1.0㎝以下としなければならない。

２．区画線及び道路標示

（１）標示は、原則として、機械施工によらなければならない。なお、人力施

工による場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

（２）標示は、施工に先立ち路面の水分、泥、砂塵、ほこり等を除去し、均一

に塗装しなければならない。

３．道路標識

（１）設置位置は、設計図書の定めによるものとする。

（２）建込みは、標識板の向き、角度、標識板の支柱のとおり、傾斜及び支柱

上のキャップの有無に注意し施工しなければならない。

４．防 護 柵

請負者は、防護柵を橋梁、擁壁、函きょ等のコンクリート中に設置する場合、

構造物のコンクリート打設前に型枠等を使用し、設計図書に定める位置に箱抜

き等を行わなければならない。

第５節 緑 地 工

６－５－１ 一般事項

本節は、緑地工として植生工その他これらに類する工種について定めるもの

とする。

６－５－２ 植 生 工

植生工の施工については、第１編５－３－21植生工の規定によるものとする。
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第３編 海 岸 編

第１章 堤防、防潮堤、護岸

第１節 適 用

１．本章は、港湾海岸工事（堤防、防潮堤、護岸）における海上地盤改良工、

基礎工、本体工（ケーソン式）、本体工（ブロック式）、本体工(場所打式)、

本体工(鋼矢板式）、本体工(コンクリート矢板式）、被覆・根固工、上部工、

消波工、裏込・裏埋工、陸上地盤改良工、土工、舗装工、維持補修工、構造

物撤去工、仮設工、雑工その他これらに類する工種について適用するものと

する。

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定によるものと

する。

第２節 適用すべき諸基準

請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類

によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則

として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求

めなければならない。

海岸保全施設技術研究会編 海岸保全施設の技術上の基準・同解説

(平成16年６月)

日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成11年４月)

日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(平成13年４月、一部改訂 平成14年３月、一部改訂 平成15年３月)

第３節 海上地盤改良工

海上地盤改良工の施工については、第１編第５章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。

第４節 基 礎 工

基礎工の施工については、第１編第５章第６節基礎工の規定によるものとす

る。
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第５節 本体工（ケーソン式）

本体工（ケーソン式）の施工については、第１編第５章第７節本体工（ケー

ソン式）の規定によるものとする。

第６節 本体工（ブロック式）

本体工（ブロック式）の施工については、第１編第５章第８節本体工（ブロ

ック式）の規定によるものとする。

第７節 本体工（場所打式）

本体工（場所打式）の施工については、第１編第５章第９節本体工（場所打

式）の規定によるものとする。

第８節 本体工（鋼矢板式）

本体工（鋼矢板式）の施工については、第１編第５章第11節本体工（鋼矢板

式）の規定によるものとする。

第９節 本体工（コンクリート矢板式）

本体工（コンクリート矢板式）の施工については、第１編第５章第12節本体

工（コンクリート矢板式）の規定によるものとする。

第10節 被覆・根固工

被覆・根固工の施工については、第１編第５章第15節被覆・根固工の規定に

よるものとする。

第11節 上 部 工

上部工の施工については、第１編第５章第16節上部工の規定によるものとす

る。

第12節 消 波 工

消波工の施工については、第１編第５章第18節消波工の規定によるものとす

る。
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第13節 裏込・裏埋工

裏込・裏埋工の施工については、第１編第５章第19節裏込・裏埋工の規定に

よるものとする。

第14節 陸上地盤改良工

陸上地盤改良工の施工については、第１編第５章第20節陸上地盤改良工の規

定によるものとする。

第15節 土 工

土工の施工については、第１編第５章第21節土工の規定によるものとする。

第16節 舗 装 工

舗装工の施工については、第１編第５章第22節舗装工の規定によるものとす

る。

第17節 維持補修工

維持補修工の施工については、第１編第５章第23節維持補修工の規定による

ものとする。

第18節 構造物撤去工

構造物撤去工の施工については、第１編第５章第24節構造物撤去工の規定に

よるものとする。

第19節 仮 設 工

仮設工の施工については、第１編第５章第25節仮設工の規定によるものとす

る。

第20節 雑 工

雑工の施工については、第１編第５章第26節雑工の規定によるものとする。
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第２章 突 堤

第１節 適 用

１．本章は、港湾海岸工事（突堤）における海上地盤改良工、基礎工、本体工

（ケーソン式）、本体工（ブロック式）、本体工（場所打式）、本体工（捨石

・捨ブロック式）、本体工（鋼矢板式）、本体工（コンクリート矢板式）、本

体工（鋼杭式）、本体工（コンクリート杭式）、被覆・根固工、上部工、消

波工、陸上地盤改良工、土工、舗装工、維持補修工、構造物撤去工、仮設工、

雑工その他これらに類する工種について適用するものとする。

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定によるものと

する。

第２節 適用すべき諸基準

請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類

によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則

として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求

めなければならない。

海岸保全施設技術研究会編 海岸保全施設の技術上の基準・同解説

(平成16年６月)

日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成11年４月)

日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(平成13年４月、一部改訂 平成14年３月、一部改訂 平成15年３月)

第３節 海上地盤改良工

海上地盤改良工の施工については、第１編第５章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。

第４節 基 礎 工

基礎工の施工については、第１編第５章第６節基礎工の規定によるものとす

る。

第５節 本体工（ケーソン式）

本体工（ケーソン式）の施工については、第１編第５章第７節本体工（ケー
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ソン式）の規定によるものとする。

第６節 本体工（ブロック式）

本体工（ブロック式）の施工については、第１編第５章第８節本体工（ブロ

ック式）の規定によるものとする。

第７節 本体工（場所打式）

本体工（場所打式）の施工については、第１編第５章第９節本体工（場所打

式）の規定によるものとする。

第８節 本体工（捨石・捨ブロック式）

本体工（捨石・捨ブロック式）の施工については、第１編第５章第10節本体

工（捨石・捨ブロック式）の規定によるものとする。

第９節 本体工（鋼矢板式）

本体工（鋼矢板式）の施工については、第１編第５章第11節本体工（鋼矢板

式）の規定によるものとする。

第10節 本体工（コンクリート矢板式）

本体工（コンクリート矢板式）の施工については、第１編第５章第12節本体

工（コンクリート矢板式）の規定によるものとする。

第11節 本体工（鋼杭式）

本体工（鋼杭式）の施工については、第１編第５章第13節本体工（鋼杭式）

の規定によるものとする。

第12節 本体工（コンクリート杭式）

本体工（コンクリート杭式）の施工については、第１編第５章第14節本体工

（コンクリート杭式）の規定によるものとする。

第13節 被覆・根固工

被覆・根固工の施工については、第１編第５章第15節被覆・根固工の規定に

よるものとする。
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第14節 上 部 工

上部工の施工については、第１編第５章第16節上部工の規定によるものとす

る。

第15節 消 波 工

消波工の施工については、第１編第５章第18節消波工の規定によるものとす

る。

第16節 陸上地盤改良工

陸上地盤改良工の施工については、第１編第５章第20節陸上地盤改良工の規

定によるものとする。

第17節 土 工

土工の施工については、第１編第５章第21節土工の規定によるものとする。

第18節 舗 装 工

舗装工の施工については、第１編第５章第22節舗装工の規定によるものとす

る。

第19節 維持補修工

維持補修工の施工については、第１編第５章第23節維持補修工の規定による

ものとする。

第20節 構造物撤去工

構造物撤去工の施工については、第１編第５章第24節構造物撤去工の規定に

よるものとする。

第21節 仮 設 工

仮設工の施工については、第１編第５章第25節仮設工の規定によるものとす

る。

第22節 雑 工

雑工の施工については、第１編第５章第26節雑工の規定によるものとする。
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第３章 離 岸 堤

第１節 適 用

１．本章は、港湾海岸工事（離岸堤）における海上地盤改良工、基礎工、本体

工（ケーソン式）、本体工（ブロック式）、本体工（場所打式）、本体工（捨

石・捨ブロック式）、被覆・根固工、上部工、消波工、構造物撤去工その他

これらに類する工種について適用するものとする。

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定によるものと

する。

第２節 適用すべき諸基準

請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類

によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則

として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求

めなければならない。

海岸保全施設技術研究会編 海岸保全施設の技術上の基準・同解説

(平成16年６月)

日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成11年４月)

日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(平成13年４月、一部改訂 平成14年３月、一部改訂 平成15年３月)

第３節 海上地盤改良工

海上地盤改良工の施工については、第１編第５章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。

第４節 基 礎 工

基礎工の施工については、第１編第５章第６節基礎工の規定によるものとす

る。

第５節 本体工（ケーソン式）

本体工（ケーソン式）の施工については、第１編第５章第７節本体工（ケー

ソン式）の規定によるものとする。
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第６節 本体工（ブロック式）

本体工（ブロック式）の施工については、第１編第５章第８節本体工（ブロ

ック式）の規定によるものとする。

第７節 本体工（場所打式）

本体工（場所打式）の施工については、第１編第５章第９節本体工（場所打

式）の規定によるものとする。

第８節 本体工（捨石・捨ブロック式）

本体工（捨石・捨ブロック式）の施工については、第１編第５章第10節本体

工（捨石・捨ブロック式）の規定によるものとする。

第９節 被覆・根固工

被覆・根固工の施工については、第１編第５章第15節被覆・根固工の規定に

よるものとする。

第10節 上 部 工

上部工の施工については、第１編第５章第16節上部工の規定によるものとす

る。

第11節 消 波 工

消波工の施工については、第１編第５章第18節消波工の規定によるものとす

る。

第12節 構造物撤去工

構造物撤去工の施工については、第１編第５章第24節構造物撤去工の規定に

よるものとする。



13-1-153

第４章 樋門・水(閘)門

第１節 適 用

１．本章は、港湾海岸工事（樋門・水（閘)門）における海上地盤改良工、基

礎工、付属工、土工、維持補修工、構造物撤去工、仮設工、雑工その他これ

らに類する工種について適用するものとする。

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定によるものと

する。

第２節 適用すべき諸基準

請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類

によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則

として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求

めなければならない。

海岸保全施設技術研究会編 海岸保全施設の技術上の基準・同解説

(平成16年６月)

日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成11年４月)

日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(平成13年４月、一部改訂 平成14年３月、一部改訂 平成15年３月)

第３節 海上地盤改良工

海上地盤改良工の施工については、第１編第５章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。

第４節 基 礎 工

基礎工の施工については、第１編第５章第６節基礎工の規定によるものとす

る。

第５節 付 属 工

付属工の施工については、第１編第５章第17節付属工の規定によるものとす

る。
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第６節 土 工

土工の施工については、第１編第５章第21節土工の規定によるものとする。

第７節 維持補修工

維持補修工の施工については、第１編第５章第23節維持補修工の規定による

ものとする。

第８節 構造物撤去工

構造物撤去工の施工については、第１編第５章第24節構造物撤去工の規定に

よるものとする。

第９節 仮 設 工

仮設工の施工については、第１編第５章第25節仮設工の規定によるものとす

る。

第10節 雑 工

雑工の施工については、第１編第５章第26節雑工の規定によるものとする。
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第５章 養 浜

第１節 適 用

１．本章は、港湾海岸工事（養浜）における土捨工、土工その他これらに類す

る工種について適用するものとする。

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定によるものと

する。

第２節 適用すべき諸基準

請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類

によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則

として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求

めなければならない。

海岸保全施設技術研究会編 海岸保全施設の技術上の基準・同解説

(平成16年６月)

日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成11年４月)

日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(平成13年４月、一部改訂 平成14年３月、一部改訂 平成15年３月)

第３節 土 捨 工

土捨工の施工については、第１編第５章第４節土捨工の規定によるものとす

る。

第４節 土 工

土工の施工については、第１編第５章第21節土工の規定によるものとする。




